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資料３ 



課題（３）措置児童の確実な自立につなげていくため、施設、里親等に養育されている間 

     に必要な取り組みについて 

                    日本ファミリーホーム協議会会長 ト蔵康行 

 

ファミリーホームとは 

 平成２１年４月に法定化 小規模住居型児童養育事業（第２種社会福祉事業） 

   里親ファミリーホームを原型とし５～６名の児童を養育 （里親は４人まで） 

   養育者＋補助者 ３名以上で養育 （措置費は、常勤１＋非常勤２） 

    

ファミリーホームの子どもたち   （家庭福祉課 ファミリーホーム事例集 実態調査から） 

平成 25 年 10 月に委託されている子どもの状況 

委託されている子どもの状況をみると、「被虐待」49.1％、「障がい」10.0％、「非行」3.9％、

「発達の遅れ」14.2％、「その他」39.5％であった（図表Ⅲ-16）。 

 

図表Ⅲ-16 委託されている子どもの状況  

回答ホーム数：165，単位（人） 

  児童数 構成比 

被虐待 373 49.1% 

障がい 76 10.0% 

非行 30 3.9% 

発達の遅れ 108 14.2% 

その他 300 39.5% 

該当児童数 760 

 
 
  平成２４年度における委託児童の構成割合 

就学前児童 小学生 中学生 高校生以上 計 

１９．５％ ３５．５％ ２１．３％ ２３．６％ １００％ 
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・事業化されたことにより、ファミリーホームにおいてより子どもの養育と支援に、時間的、 

物理的に手をかけられるようになった 

  ・年数の経過とともに、次から次へと子どもを社会に送り出していくことになる 

  ・ファミリーホームや里親は、措置解除後も子どもたちの「帰れる家」として存在する 

   

 必要な取り組み 

   

・高学齢児でも施設から家庭養護への移行を進められるようにするために、高校生の措置費の 

充実を 

 関係機関の連携がより重要になる 

    今年度から学習支援費が新設されたが、交通費、部活動費など中学生と同様に 

 

  ・資格取得費の弾力的な運用 

    自治体によって運用に格差がある 

       例えば、運転免許取得には使用できないなど 

 

  ・措置延長の改善 活用の徹底 

    自治体によって運用に格差が大きい 

       いまだになかなか認めない自治体がある 

       自宅通学以外でも認められるように 

    ２０歳の誕生日前日までではなく、年度終わりまでの延長を   

子どもの誕生日によって差がでてくる 

      ＊ファミリーホームにおける現状 

       措置延長を終えても、子どもが生活の場を変えるわけではない。新たな子どもの委託 

により、ホームで生活する子どもの数は７人、場合によって８人と増えることになる。 

 

  ・進学する児童のための支援 

    措置延長をする児童にも進学支度費を 

    一般生活費だけでなく特別育成費に準じた措置費を 

    ＊社会的養護の枠の中だけでのことではないが 

       給付型奨学金、学費の減免などの社会的な支援が必要 

 

  ・障がいのある子どもの自立・解除後の生活についても考える必要がある 

    将来を見通せないことに不安を感じる 

    地方では、社会資源が乏しい 支援先につなげること 
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前述の実態調査報告書から 

＊開設後に気づいた悩み 

 

＊制度の改善に望むこと 
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